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はじめに

　本事件は、上海知的財産裁判所が公表した「2016
年上海知的財産裁判所における10大知的財産権事
件」、かつ「2016年中国裁判所における10大知的財
産権事件」の１件として選出されたものである。本
事件の原告上海晨光文具股份有限公司及び被告得力
集団有限公司は、いずれも中国国内で比較的大きな
影響力を持つ文具製造企業である。
　係争製品は、日常生活の中でよく見られるペン類
製品であり、その意匠権侵害に対する判断は、大き
な主観的要因の影響を受けている。本事件では意匠
の類否判断の客観的基準についての検討を行ってい
るが、被疑侵害製品と本事件の登録意匠との類似性
を考慮しているだけではなく、その差異性について
も考慮している。同一のデザイン特徴と相違するデ
ザイン特徴が全体の視覚的効果にもたらす影響につ
いて、それぞれ分析を経て結論を出しており、一般
生活の中でよく見られる物品の意匠の類似性に対す
る認定に対して、参照的意義を持っている。

Ⅰ　事件の概況

１．基本情報

一審原告：上海晨光文具股份有限公司
一審被告１：得力集団有限公司
一審被告２：済南坤森商貿有限公司

判決の情報
一審　上海知的財産裁判所（2016）滬73民初字

第113号民事判決書

２．事件の経緯

上海晨光文具股份有限公司（以下「晨光公司」
という）は、名称「ペン（AGP67101）」の意匠権（意
匠番号：ZL200930231150.3）（以下「登録意匠」と
いう）の意匠権者で、当該意匠の出願日は2009年
11月26日で、権利付与公告日は2010年７月21日で
ある。晨光公司は、得力集団有限公司（以下「得
力公司」という）が得力思達A32160波普風尚中性
ペン（以下「被疑侵害製品」という）を製造・販

売し、済南坤森商貿有限公司（以下「坤森公司」
という）がTモール（天猫商城）で当該製品の販売・
販売の申出をしているのを見付けた。晨光公司は、
当該製品とその意匠製品が同一製品に該当し、か
つ、その意匠も類似して、得力公司と坤森公司の
行為がその意匠権侵害を構成するとして、得力公
司に対して、その経済的損失180万元及び権利侵
害を制止するために支払った合理的費用20万元の
賠償金の支払いを求めて、上海知的財産裁判所に
訴訟を提起した。

得力公司は、被疑侵害製品について自社が確か
に製造・販売したものであるものの、当該製品と
晨光公司の意匠権とは類似せず、その行為はその
意匠権に対する侵害を構成しないと弁明した。ま
た、権利侵害を構成するとしても、晨光公司が求
めた賠償金額及び合理的費用は高すぎると主張し
た。晨光公司の請求には、事実的かつ法的根拠が
ないとして、上海知的財産裁判所にその全ての訴
訟請求の棄却を求めた。坤森公司は、如何なる答
弁もしなかった。

上海知的財産裁判所は、審理を経て、次のとお
り判示した。登録意匠におけるペン軸本体の形状、
ペン軸先端の形状、キャップ本体の形状、キャッ
プ先端の形状、キャップのペン軸に対する長さ、
クリップとキャップとの間の連結方式、キャップ
よりクリップが長いといったデザイン特徴により、
登録意匠のデザインスタイルが全体的に確定さ
れ、かかるデザイン特徴はいずれも被疑侵害意匠
に含まれている。したがって、両者は、全体的な
デザインスタイル及び主要なデザイン特徴におい
て類似する。被疑侵害意匠と登録意匠との間には
４つの相違するデザイン特徴が存在し、全体の視
覚的効果に対する影響は限られており、全体の視
覚的効果に実質的な差異をもたらしていない。ま
た、登録意匠の簡単な説明においては、色彩の保
護を明確に要求せず、かつ、図面又は写真に示さ
れた登録意匠からみても、形状による明暗、濃淡
の変化などから形成される模様が見られない。し
たがって、権利侵害判断において、色彩、模様要
素を考慮すべきではない。被疑侵害意匠において、
登録意匠と類似する形状が採用されているほか、
追加された色彩、模様などの要素は、余分に追加


